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安平町福祉交通助成事業申請について
　下記の対象者に、デマンドバス、循環バス、追分ハイヤー、町内運行路線のあつまバスおよび追
分駅、早来駅（きっぷ購入代金）の地域公共交通機関で共通に利用できる「共通回数乗車券」を交
付しています。新規で希望される方は申請手続きが必要となりますので、下記申請窓口で申請して
ください。
　また、前年度対象となり、次年度以降も対象となる方は、自動更新されます（毎年の申請書提出
が不要です。毎年７月下旬までに次年度の回数券をお送りしますので、辞退される方は下記問合せ
先までお知らせください）。
　※福祉交通助成事業で交付する券に限り、１年間の有効期限が付きます

対 象 者　・ 満70歳以上の方（翌年７月31日までに満70歳に到達する方を含む）で、介護保険料
第３段階以下の方

　 　 　　・ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持する方（未就
学児を除く）または障害年金を受給している方

　 　 　　・生活保護世帯に属する方（未就学児を除く）　　・介護保険施設などの入所者
　 　 　　・ひとり親世帯に属する方（未就学児を除く）　　・満80歳以上の方
助成内容　 年間最大16,500円分、共通回数乗車券を交付します（申請月によって交付金額が変わ

ります）。
申請窓口　健康福祉課福祉グループ（総合庁舎）、住民サービス課住民サービスグループ（総合支所）
問 合 せ　健康福祉課福祉グループ　☎ ㉙ 7071

早来エリアでのハイヤー週６日営業を再開します
　２月から早来エリアでのハイヤー営業日を一部縮小していましたが、４月に新たな隊員が着任
し、２名体制が整ったことから、月曜日から土曜日の週６日営業を６月より再開しています。
　なお、車両は１台で運行するため、予約が重なった場合は予定通りの運行が難しくなることがあ
ります。厳しい公共交通の状況をご理解いただくとともに、多くのご利用でハイヤー事業を育てて
いただきますようお願いします。
■早来エリアのハイヤー営業
　予 約 先　担当ドライバー専用電話　☎ ㉙ 7045
　受付時間　月曜日～土曜日　８時30分～18時30分
　問 合 せ　㈲追分ハイヤー本社　☎ ㉕ 3867（問合せ対応時間：８時～17時）
　　 　 　　政策推進課政策推進グループ　☎ ㉒ 2751
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